
２０２６ オフィシャル ソフトボール ルール 改正点

P３３　ルール２　競技場 

２－４項 

ダブルベース 

※改正理由（修正理由） 

　実際の競技場に合わせ、ピッ

チャーズサークルを表示した。

P１７　ルール 1　用語の定義 

１－３３項 

イリーガル サブスティテュート 

ILLEGAL SUBSTITUTE 

（不正交代） 

※改正理由（修正理由） 

　昨年のルール改正で追加し

た項目だが、「タイブレーク走者

の違反」は「打順誤り」と同様の

ルール適用であり、不正交代の

ルール適用とは異なるため、項

目から削除した。

P１７　ルール 1　用語の定義 

１－３５項 

イネリジブル プレイヤー 

INELIGIBLE PLAYER 

（失格選手） 

※改正理由（修正理由） 

　「不正選手」がどんな選手の

ことを指しているのか不明確で

あったため、「不正選手」とはど

のような選手であるかを明確に

するため、文章を追加した。

１

（ルールに違反して出場した選手）が発見されたとき

削除
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２

P３６　ルール３　用具 

３－１項 

バット 

※改正理由（修正理由） 

　２０２６年度から「新意匠ゴム

ボール」が導入されるのに伴い、

ルール３－１項 バットに関して

修正が必要になったため、ルー

ル本文、一覧表の修正を行った。 

 また、「３号」「２号」の号数の表

記がなくなったため、「号数」の

表記を「種類」と改めた。 

P３６・３７　ルール３　用具 

３－２項 

ボール（球） 

※改正理由（修正理由） 

　２０２６年度から「新意匠ゴム

ボール」が導入されるのに伴い、

ルール３－２項 ボール（球）に

関して修正が必要になったた

め、ルール本文、一覧表の修正

を行った。 

　また、現行の日本協会主催大

会では、１号球指定・使用の大

会はなく、今後、１号球の製造は

行わないため、ルール本則・一

覧表から削除した。 

　また、「３号」「２号」の号数の表

記がなくなったため、「号数」の

表記を削除し、「種類」のみの表

記とした。 

１２ｉｎｃｈ（旧３号）、１１ｉｎｃｈ（旧２号）、１号がある。

１２ｉｎｃｈ（旧３号）には「ゴム・革ボール用バット」と「ゴムボール用バッ

種類

ト」がある。

１２ｉｎｃｈバット 
（旧３号）

１１ｉｎｃｈバット 
（旧２号）

１２ｉｎｃｈ（旧３号）、１１ｉｎｃｈ（旧２号）、１号がある。

１２ｉｎｃｈ球は１２ｉｎｃｈバットを使用しなければならない。

１１ｉｎｃｈ球は１１ｉｎｃｈバット、１号バットのどちらを使用してもよい。

１２ｉｎｃｈボール
（旧３号球）

１１ｉｎｃｈボール
（旧２号球）

削
除

削
除



P５１　ルール４ プレイヤーと交代 

４－７項〈効果〉７項（注） 

※改正理由（修正理由） 

　（注）⑥を削除。 

※ルール１－３３と同様の理由

P５８ ルール５ 試合と打ち合わせ 

５－６項　タイブレーク 

５－６項〈効果〉６項 

※改正理由（修正理由） 

　記録上、アウトになるのは「正

規の走者」であるため、「違反し

た走者」を「正規の走者」に修

正した。

P７７ ルール７　打撃 

７－５項　ボール 

７－５項〈効果〉１～２ 

※改正理由（修正理由） 

　〈効果〉１～２を〈効果〉１・２に

修正。「～」は１～３というように、

間にいくつかの項目が入る場

合に使用する。

３

正規の走者がアウト。

 ・

P３９ ルール３ 用具 

３－５項 

マスク・プロテクター・レガーズ・ 

ヘルメット 

※改正理由（修正理由） 

　安全面を考慮し、新に「フェイ

スガード」を追加し、投手・野手

ともに「使用することができる」

ことを明記した。 

　近年、用具の進化により、打球

が速く、その打球が投手、野手の

顔面を直撃し、ケガをするケー

スが増えており、それを防ぐため

のルール改正である。

・フェイスマスク

（１）

（２） 投手、野手は安全面を考慮し、フェイスマスクを使用して守備につい

てもよい。

削除
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４

以外を走ってもよい。

P８１　ルール８　走塁 

８－１項　打者が打者走者に 

　　　　　 なる場合 

８－１項〈効果〉１～２ 

※改正理由（修正理由） 

　〈効果〉１～２を〈効果〉１・２に

修正。「～」は１～３というように、

間にいくつかの項目が入る場

合に使用する。

P８３　ルール８　走塁 

８－１項　打者が打者走者に 

　　　　　 なる場合 

８－１項〈効果〉６（２）２） 

※改正理由（修正理由） 

　８－１項〈効果〉６（２）２）の文章

を「～ときは」から「～場合は」に

修正（文章表現を統一）した。

P８５　ルール８　走塁 

８－２項 

打者走者がアウトになる場合 

８－２項〈効果〉７（注） 

※改正理由（修正理由） 

　２０２５年に８－２項７のルール

本則を「打者がスリーフットレーン

の外側を走って～」という文章で

は、スリーフットレーンの外側＝フ

ァウル地域という誤解を招きか

ねないため、外側 → 以外　と修

正し、ファウル地域だけでなく、フ

ェア地域もあり得ることが読み取

れるような文章に修正した。 

 

　その際、（注）の文章の修正が漏

れていたため、今回修正した。

場合は、

 ・



５

P９１　ルール８　走塁 

８－４項　走者に安全進塁権が 

　　　　　　与えられる場合 

８－４項〈効果〉３（２） 

※改正理由（修正理由） 

　安全進塁権を与える「基準」

「起点」を明確にし、「投球時に

占めていた塁から」の文章を追

加した。

P１０１　ルール８　走塁 

８－６項　走者がアウトになる場合 

８－６項〈効果〉１５～１６ 

※改正理由（修正理由） 

　１５～１６を１５・１６に修正。「違

反行為発生時」の文章を、「妨

害発生時」に修正。表現の統一

を図った。

P９９　ルール８　走塁 

８－６項　走者がアウトになる場合 

８－６項〈効果〉１０～１１ 

※改正理由（修正理由） 

　〈効果〉１０～１１を〈効果〉１０・

１１に修正。「～」は１～３等、間に

いくつかの項目が入る場合に

使用する。

P１０２　ルール８　走塁 

８－６項　走者がアウトになる場合 

８－６項〈効果〉１７～１８ 

※改正理由（修正理由） 

　〈効果〉１７～１８を〈効果〉１７・

１８に修正。「～」は１～３等、間に

いくつかの項目が入る場合に

使用する。

投球時に占めていた塁から１個の安全進塁権が与え

　　られる。

妨害発生時に占めていた塁に戻らなければなら

ない。

・

・

　 (注） 目に余る違反行為のときは退場になる。

10．走者が内野手の処理し損なった打球を故意に蹴ったとき。 

11．走者が打球を処理しようとしている野手を妨害したり、あ

るいは送球を故意に妨害したとき。 

〈効果〉 10・11 

⑴ ボールデッド。 

⑵ 走者アウト。 

・



P１０９　ルール１０　審判員 

１０－１　権限と義務 

●審判員についての一般的な 

　 知識　６ 

※修正理由 

　●審判員についての一般的

な知識 ６ から「スコアラー」を

削除。実際の試合でこのような

機会がないため、削除した。

６

削除




